
議案第 58 号 

令和４年度貝塚市一般会計補正予算（第６号）の件 

令和４年度貝塚市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９３０，９５４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３８，７２８，３７２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和４年９月６日提出 

 

                                                貝塚市長 酒 井  了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

10. 地方交付税 5,648,600 106,140 5,754,740

1. 地方交付税 5,648,600 106,140 5,754,740

14. 国庫支出金 7,971,932 636,638 8,608,570

2. 国庫補助金 1,732,156 636,638 2,368,794

15. 府支出金 2,931,026 15,000 2,946,026

2. 府補助金 547,910 15,000 562,910

17. 寄附金 707,430 598 708,028

1. 寄附金 707,430 598 708,028

18. 繰入金 2,274,535 2,500 2,277,035

1. 基金繰入金 2,269,747 2,500 2,272,247

19. 繰越金 100 156,178 156,278

1. 繰越金 100 156,178 156,278

20. 諸収入 555,456 1,000 556,456

5. 雑入 218,774 1,000 219,774

21. 市債 3,314,630 12,900 3,327,530

1. 市債 3,314,630 12,900 3,327,530

37,797,418 930,954 38,728,372

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 5,241,243 275,241 5,516,484

1. 総務管理費 4,470,853 269,741 4,740,594

4. 選挙費 105,956 5,500 111,456

3. 民生費 17,688,630 143,790 17,832,420

1. 社会福祉費 6,843,349 142,337 6,985,686

2. 児童福祉費 7,646,924 1,453 7,648,377

4. 衛生費 3,984,721 49,854 4,034,575

1. 保健衛生費 1,433,674 42,141 1,475,815

3. 病院費 952,632 7,713 960,345

6. 農林水産業費 278,733 33,770 312,503

1. 農業費 257,278 33,770 291,048

8. 土木費 2,868,141 55,168 2,923,309

5. 都市計画費 1,483,654 55,168 1,538,822

9. 消防費 1,344,395 28,477 1,372,872

1. 消防費 1,344,395 28,477 1,372,872

10. 教育費 3,159,300 265,654 3,424,954

1. 教育総務費 414,609 3,641 418,250

2. 小学校費 824,035 73,932 897,967

3. 中学校費 883,911 24,066 907,977

4. 幼稚園費 293,151 1,263 294,414

5. 社会教育費 604,997 148,241 753,238

6. 保健体育費 138,597 14,511 153,108

12. 諸支出金 4,860 79,000 83,860

3. 財政調整基金 0 79,000 79,000

37,797,418 930,954 38,728,372

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



(追加)

　事　　　　　　項

　 　

　 　

　 　

中学校屋内運動場空調設備用プロパンガス供給事業 令和４年度～令和５年度 3,720千円

保健・福祉合同庁舎空調設備改修工事設計委託事業 令和４年度～令和５年度 4,464千円

小学校屋内運動場空調設備用プロパンガス供給事業 令和４年度～令和５年度 4,092千円

第 ２ 表　　　　債  務  負  担  行  為  補  正 

期　　　　　間 限 度 額

子 ど も の 生 活 ・ 学 習 支 援 事 業 令和４年度～令和６年度 5,192千円



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

454,100 証書借入 年6.5％以内 政　府 20 5 左記の条件の範囲  証券発行の場合 467,000 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

れる政府資金及び 場合その条件に従  下回るときは、

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

利率の見直しを行っ 合により償還期限  めるために必要

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

率） 若しくは低利に借  算した金額を限

り換えることがで  度額とする。

きる。

起債合計 3,314,630 3,327,530

 くは満期

道路橋梁等新設
改 良 事 業

利  率利  率
償還の方法

備　　考

 元利均等

 又は元金

備   考
償還方法

第３表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額 限度額

 一括償還

償還の方法

 年賦又は

 半年賦・

 均等若し


